
 
 
 
 
 

〇大区画化等加速化支援事業の概要について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

宮城県大区画化等推進協議会 
 
 

    

 

 



 

 

大区画化等推進協議会設立に向けた経緯について  

  

１ 大区画化等加速化支援事業について  

令和６年６月の食料・農業・農村基本法改正を受け、昨年４月に閣議決定された食

料・農業・農村基本計画で、令和７年度から 11 年度までの初動５年間を農業構造転換集

中対策期間と位置づけ、食料安全保障の確保や農業生産基盤の強化等を図るため、農村

整備分野ではコストの徹底的な低減に向けた「農地の大区画化等」を集中的かつ計画的

に推進することが示された。  

しかし、農地の大区画化については、現行の事業量の多くを占める県営ほ場整備事業

の大幅なペースアップを図ることは難しい状況にあることから、国では、農業構造転換

集中対策期間に限った措置として、令和７年度補正予算において、農業者等が自ら行う

簡易な基盤整備を支援する大区画化等加速化支援事業を創設した。  

  

２ 大区画化等推進協議会について  

大区画化等加速化支援事業交付金交付要綱では、本事業における交付事業者は、各県

に設置する大区画化等推進協議会（以下「協議会」という。）の長と定めており、また、

協議会の必須構成員は、県、県土地改良事業団体連合会、事業実施農地の存する（見込

みの）市町村、構成員は、農地中間管理機構、農業者団体、農業法人協会、農業法人等

のうちから事業内容や県の実情に応じて選定することとされた。  

このことから、本県のほ場整備の実施状況等を踏まえ、以下の構成員により協議会を

設立することで、これまで関係機関と調整を進めてきたところである。  

 

  

■構成員 

宮城県農政部農村整備課 

宮城県土地改良事業団体連合会  

一般社団法人 宮城県農業会議 

 公益社団法人 みやぎ農業振興公社  

 

 

※ 本協議会設立後において、本事業の対象となる農地の存する市町村を協議会構成員と

して加える。 

 

 

３ 宮城県大区画化等推進協議会設立承認日  令和８年３月２５日 
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宮城県大区画化等促進協議会 

 

 

「大区画化等加速化支援事業」の実施にあたり、要望量を把握す

るための意向調査を行います。 
 

 

お手持ちのスマートフォンでＱＲコードを 

読み取って要望量調査サイトへアクセスし、 

ご回答をお願いいたします。 

 

※裏面のアンケート用紙を下記提出先まで 

  FAX で送付していただいても構いません。 

 

 

 

 

 
アンケートの内容 

畦畔除去により区画拡大したい農地の整備量 

 

 
随時受付 

令和１０年３月末まで 

  

 
お問い合わせ・ＦＡＸの提出先 

宮城県大区画化等推進協議会 事務局 

宮城県土地改良事業団体連合会（水土里ネットみやぎ） 

 技術部 阿部、鈴木 

 ＴＥＬ ０２２－２６３－５８１６ 

 ＦＡＸ ０２２－２６３－５７９６ 

 受付時間 平日 ９：００～１２：００／１３：００～１６：００ 

 

※最新の情報等については、今後ＨＰに掲載いたしますので、随時ご覧下さい。 

アンケートにお答え頂いた方には、後日協議会事務局からご連絡いたします。 

 

みなさまのご協力、よろしくお願いいたします。  

簡易な自力施工で生産性の向上を支援します！ 

～地域の農地をもっと「使いやすく」「働きやすく」～ 
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ご回答ありがとうございました。 

 

 

 

Ｑ1. 御社の社名（個人の方はお名前）を教えてください。 

（回答例）○○農事組合法人、宮城太郎 など 

 

Ｑ2. 経営面積（ｈａ）を教えてください。 

 

Ｑ3. 区画拡大を希望する農地が所在している 

市町村を教えてください。 

 

Ｑ4. 今後、畦畔除去により区画を拡大したい 

農地の面積（ｈａ）を教えてください。 

※Ｑ２でご回答いただいた経営面積以下になるようにしてください。 

 

Ｑ5. Ｑ４で回答いただいた農地のうち、区画拡大後に 

１ｈａ以上としたい農地の面積（ｈａ）を教えてください。 

※Ｑ４でご回答いただいた農地面積以下になるようにしてください。 

 

Ｑ6. 区画拡大等を行う工法について〇をつけてださい。 

（複数回答可） 

畦畔除去のみ ・ 高低差 10cm 未満の均平あり 

高低差 10cm 以上の均平あり ・ 現段階ではわからない 

 

Ｑ7. 区画拡大工事を実施したい年度を教えてください。 

令和９年度から１１年度の中からお選びください。 

（複数回答可） 

 

Ｑ8. 区画拡大と併せて行いたい整備に○をつけてください。（複数回答可） 

 暗渠排水 ・ 湧水処理 ・ 末端畑地かんがい施設 ・  客土 ・ 除礫  

更新整備（用排水路、農作業道、畦畔、排水口等） ・ 病害虫対策（反転耕、混層耕、 

堆肥施用、明渠排水） 

その他：                                   

 

Ｑ9. 区画拡大を施工する場合の方法について該当するものに○をつけてください。（複数回答可） 

 外注施工 ・ 農業者による自力施工 ・ 外注施工＋農業者による自力施工 

 その他：                                   

 

Ｑ10. 連絡先をご回答ください。（電話番号、メールアドレス） 

 電 話 番 号：                               

ＦＡＸ 番 号：                               

 メールアドレス：                               

区画拡大に関する要望量調査 

Ｑ１ 

Ｑ３ 

ｈａ Ｑ２ 

ｈａ Ｑ４ 

ｈａ Ｑ５ 

 Ｑ６ 

Mm 年度 Ｑ７ 

（スマートフォンでは✓マーク） 

（スマートフォンでは✓マーク） 
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